
告 示

�愛媛県告示第１０１８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ余戸 松山市余戸南４丁目
１９－３５

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 大川 耕三

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 松本 等

平成２４年
６月２１日

平成２４年
７月３０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

コープ久米 松山市鷹子町７０番地
外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 大川 耕三

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 松本 等

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

コープ束本 松山市束本１丁目５
－５

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 大川 耕三

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 松本 等

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

コープひさえだ 松山市安城寺町５９７
番地 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 大川 耕三

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 松本 等

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（４件）………………………７０１
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○ 道路の区域変更（一般国道４４０号）……………………………………７０４

○ 道路の供用開始（一般国道４４０号）……………………………………７０４

○ 道路の区域変更（県道猪伏西谷線）……………………………………７０５

○ 道路の供用開始（県道猪伏西谷線）……………………………………７０５

○ 道路の区域変更（一般国道１９７号）……………………………………７０５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………７０５

○ 道路の供用開始（一般国道４４１号）……………………………………７０６

○ 道路の区域変更（県道内子双海線）……………………………………７０６

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告（７件）……７０６

○ 伝送式可搬型ポストの購入………………………………………………７０８

○ レギュラーガソリンの単価契約…………………………………………７０９

公営企業公告

○ デジタルＸ線テレビシステムの購入……………………………………７１０

雑 報

○ 環境影響評価準備書について……………………………………………７１１

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２３９３号 平成２４年８月１０日

平成２４年８月１０日金曜日 第２３９３号
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� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０１９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ今治 今治市馬越町四丁目
甲３０６番地１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 大川 耕三

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 松本 等

平成２４年
６月２１日

平成２４年
７月３０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０２０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ神郷 新居浜市松神子一丁
目３４４番地１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 大川 耕三

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 松本 等

平成２４年
６月２１日

平成２４年
７月３０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

コープ中萩 新居浜市中萩町１８７４
番地６ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 大川 耕三

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 松本 等

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

コープ山根 新居浜市西連寺町二
丁目１０６２番５

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 大川 耕三

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 松本 等

愛 媛 県 報平成２４年８月１０日 第２３９３号
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大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０２１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ土居 四国中央市土居町入
野６６８－１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 大川 耕三

生活協同組合コープ
えひめ
理事長 松本 等

平成２４年
６月２１日

平成２４年
７月３０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０２２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第９６７８号 平成１９年
１２月１２日 愛媛ホーチキ� 大野 明一 松山市安城寺町２７６－１ 平成２４年

７月２日 消防施設工事業 建設業の廃止

（特－２１）第１５６５５号 平成２１年
１１月５日

�ＮＴＴ西日本－ホーム
テクノ四国 上田 一彦 松山市一番町４－２ 平成２４年

７月２日 電気通信工事業 建設業の廃止

（般－１９）第８５８４号 平成１９年
１２月１３日 ワタナベ工業 渡部 桂二 東温市北方甲２２５９－４ 平成２４年

７月１２日 建築工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２４年８月１０日 第２３９３号

７０３
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�愛媛県告示第１０２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年８月１０日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１０２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

（特－１９）第１３８６２号 平成１９年
１１月１２日 �アクセル松山 山之内 通 松山市三杉町８－５ 平成２４年

７月１７日

土木工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２３）第１６０３８号 平成２３年
１０月１９日

大和コンストラクション
� 義野 正弘 松山市余戸南５－１５－２６ 平成２４年

７月２３日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第９８３２号 平成２２年
６月２４日 �浜一建設 �田 一 松山市由良町１１４５ 平成２４年

７月２４日

土木工事業
とび・土工工事業
しゆんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２３）第８０２２号 平成２３年
１２月９日 上田電気工事 上田 孝夫 松山市土居田町２２３－１ 平成２４年

７月２７日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１２８４０号 平成１９年
９月２０日 �住和 石井 正彦 松山市正円寺１－５－４１ 平成２４年

７月３０日 建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号

上浮穴郡久万高原町西谷字中久保７４６５番地先 旧 ４．０～６．４ ０．０４５

上浮穴郡久万高原町西谷字中久保７４６５番２ 新 ４．６～１５．１ ０．０４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山松前伊予線 松山市余戸中六丁目９０６番６地内 平成２４年８月１０日

〃 〃
松山市余戸中六丁目７９２番６から

同市余戸中六丁目７９２番４まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第１７号

平成２４年８月２日
伊予市宮下字百太夫１０７４番４

松山市束本１丁目４番３７号

東雲ハイツ３０３号

玉 井 啓 朗

愛 媛 県 報平成２４年８月１０日 第２３９３号

７０４
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その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号 上浮穴郡久万高原町西谷字中久保７４６５番２ 平成２４年８月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猪伏西谷線

上浮穴郡久万高原町西谷字高野９３２２番地先から

同字９３４６番地先まで
旧 ４．８～９．１ ０．１３０

上浮穴郡久万高原町西谷字高野９３２２番２から

同字９３２５番２まで
新 ９．０～３０．９ ０．１３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字高野９３２２番２から

同字９３２５番２まで
平成２４年８月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号 大洲市肱川町宇和川４２８５番３

旧 １０．６～１１．８ ０．０１８

新 １１．８～１３．０ ０．０１８

愛 媛 県 報平成２４年８月１０日 第２３９３号

７０５
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�愛媛県告示第１０３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾６９８番４から

同市松尾７０９番３まで
平成２４年８月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町石畳４６１４番から

同町石畳４６１１番まで

旧 ４．１～９．０ ０．０５７

新 ８．３～２０．１ ０．０５７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号 大洲市肱川町宇和川４２８５番３ 平成２４年８月１０日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年６月１１日 特定非営利活動法人
家族支援フォーラム 米 田 順 哉 松山市姫原２丁目３番地２１ この法人は、障害の種別・障害の有無にかかわ

らず、地域生活を送る上で福祉サービスを必要
とする人とその家族に対して、児童・障害児
（者）・高齢者に関する事業を行い、幸せを感
じながら安心して地域生活が送れるよう、各ラ
イフステージに合わせて支援することを目的と
する。

愛 媛 県 報平成２４年８月１０日 第２３９３号

７０６
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年６月１２日 特定非営利活動法人
えひめイヌ・ネコの会 � 岸 ちはり 松山市石手白石１１８番地３ この法人は、市民に対して、動物の愛護及び権

利擁護のための各種事業を行って、人間に委ね
られた弱い立場にある動物たちの「いのち」へ
の、思いやりのある優しい社会の実現を目指し、
同時に動物による被害や苦情等を予防して、人
間と動物とが共生できるまちづくり、及び環境
の保全を図り、もって公益の増進に寄与するこ
とを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月１９日 特定非営利活動法人
ふれあいエコクラブ 吉 田 啓 二 松山市空港通１丁目１番地３２号 この法人は、ごみ減量をめざして、不特定多数

の子どもや大人に対して、講座・工房及びイベ
ントの開催、その他啓発活動によって、現状課
題を見つけ環境教育を進め、資源循環型社会の
実現に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月１９日 特定非営利活動法人
自在市場協議会 菅 啓 三 松山市来住町１４３０番地－１ この法人は、不特定多数の団体及び個人を対象

とする環境保全活動としての産業型リサイクル
フリーマーケット（自在市場）の開催を通じて、
相互の交流を図るとともに、地球における環境
保全問題の中から、各団体及び個人の共通課題
を設け、その調査研究、環境啓発などの諸活動
を通じて住みよいまちづくりと資源循環型社会
の構築に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月２０日 特定非営利活動法人
愛媛リサイクル市民の会 吉 田 啓 二 松山市来住町１４３０番地－１ この法人は、不特定多数の団体及び個人を対象

とする環境保全活動としてのリサイクルフリー
マーケットの開催を通じて、相互の交流を図る
とともに、地球における環境保全問題の中から、
各団体及び個人の共通課題を設け、その調査研
究、児童、生徒ほかに対する環境教育などの諸
活動を通じて住みよいまちづくりと資源循環型
社会の構築に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２４年８月１０日 第２３９３号

７０７
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

伝送式可搬型ポストの購入

� 購入物品名及び数量

伝送式可搬型ポスト ４式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２５年３月２５日（月）

� 納入場所

愛媛県原子力センター

（八幡浜市保内町宮内１番耕地４８５番地１）

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行

っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札によ

ることができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成２４年９月２６日（水）午前９時か

ら同月２７日（木）午前１０時５９分まで

紙入札による場合は、平成２４年９月２７日（木）午前１０時５９分

まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２４年９月２７日（木）午前１１時００分

愛媛県総務部会議室（入札室） 本館２階

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月２３日 特定非営利活動法人
陽だまりの樹 橋 本 正 子 松山市余戸南３丁目３番２号 この法人は、松山市を中心とする地域住民に対

して、必要かつ適切な介護保険による在宅福祉
サービスの支援や制度では補えない支援を行え
るシステムづくり等の活動を通じて、高齢者、
障害者、傷病者等の在宅生活におけるより良い
環境づくりの改善に取り組むことを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月２５日 ＮＰＯ法人 Ｓｃｈｏｏｌ Ｇ
ｒｅｅｎ Ｊａｐａｎ 関 谷 伸 二 松山市緑町１丁目２番地１１ この法人は、校庭、園庭、公共施設に対して、

緑化事業を行い、総合型地域スポーツクラブな
どの地域コミュニティを核とし、産官学民協働
事業を推進しながら環境、人権、福祉問題に積
極的に取り組み、持続可能な事業を自立した組
織として行い、地域貢献することを目的にする。

愛 媛 県 報平成２４年８月１０日 第２３９３号

７０８



この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２４年９月２０日（木）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Telemetric portable radiation monitoring post，４ set

� Time limit of tender：１０：５９ a．m．，２７ September２０１２

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

�������
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次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用

を受ける調達に係るものである。

平成２４年８月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

レギュラーガソリンの単価契約（１リットル当たりの単価）

� 契約品目、規格及び概算数量

レギュラーガソリン ＪＩＳ規格２号品

２１０，０００リットル

� 契約期間

平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日まで

� 納入場所

契約業者店舗及び代理店店舗 発注後即時

愛媛県警察本部 発注の日から２日以内

� 入札方法

入札金額は、レギュラーガソリン（ＪＩＳ規格２号品）１リ

ットル当たりの金額を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の一般競争入札に参加

する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 発注の日から２日以内に確実に納入できる体制が整備されて

いること。

� 開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない

者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 関係書類の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付

場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の他に提出する書類の提出期限

平成２４年９月１３日（木）午後５時１５分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 入札の日時及び場所

平成２４年９月２０日（木）午後２時００分

愛媛県警察本部 ２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、２の�を証明できる書
類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され
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た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of products to be purchased： Regular

gasoline JIS No．２ approximately２１０，０００ liters（JIS： Japanese

Industrial Standard）

� Time limit of tendar：２：００ p．m．，２０，September，２０１２

� Inquiry Section regarding notice of tender： Supplies

Procurement Section No．１，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年８月１０日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

デジタルＸ線テレビシステムの購入

� 購入物品名及び数量

デジタルＸ線テレビシステム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２５年３月１５日まで

� 納入場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２４年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://ebid.cals-ehime.lg.jp/ppi.html

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２４年９月４日（火）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２４年９月１９日（水）か

ら平成２４年９月２１日（金）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、９月２１日は午

前１０時５９分まで））。

紙入札による場合は、平成２４年９月２１日（金）午前１０時５９分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２４年９月２１日（金）午前１１時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２４年９月４日（火）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否
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� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：Digital

X-ray Television System，１ set

� Time limit of tender：１０：５９ a．m．，２１ September２０１２

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�公 告

環境影響評価準備書について

風力発電事業に係る環境影響評価実施要綱（平成２４年６月６日経

済産業省告示）第３の１の規定により、次の対象事業について環境

影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成したので、同要

綱第３の３の規定により、次のとおり公告します。

また、同要綱第３の４の規定により、準備書の説明会を開催する

こととしたので、併せて公告します。

なお、準備書について、環境の保全の見地からの意見を書面によ

り提出することができます。

平成２４年８月１０日

四国風力発電株式会社 代表取締役 川上 繁幸

株式会社ジャネックス 代表取締役 川上 繁幸

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 四国風力発電株式会社、株式会社ジャネック

ス

� 代表者の氏名 代表取締役 川上 繁幸

� 主たる事務所の所在地 福岡県福岡市中央区渡辺通四丁目８

－２８ ＦＴビル５階

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 僧都ウインドシステム発電事業

� 種類 風力発電所の設置の工事の事業

� 規模 総出力 １９，２００ｋＷ

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県南宇和郡愛南町僧都地区

４ 関係地域の範囲

愛媛県南宇和郡愛南町

５ 準備書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 愛媛県庁、愛南町役場、愛南町御荘支所、愛南町

僧都ふれあい交流館、愛南町緑基幹集落センター、愛南町御荘

菊川農村研修センター及び愛南町長月公民館

� 縦覧期間 平成２４年８月１０日から平成２４年９月１０日まで

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

６ 準備書についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書に

記載すべき事項

� 提出期限 平成２４年９月２４日まで

� 提出先 〒８１０―０００４ 福岡県福岡市中央区渡辺通四丁目８

－２８ ＦＴビル５階

四国風力発電株式会社 事業部

株式会社ジャネックス 事業部

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地）

イ 意見書の提出の対象である準備書に記載された対象事業の

名称

ウ 準備書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

７ 説明会の開催を予定する日時及び場所

� 日時 平成２４年８月１７日 午後７時から午後９時

場所 愛南町僧都ふれあい交流館（南宇和郡愛南町僧都２７９

番地）

� 日時 平成２４年８月１８日 午後７時３０分から午後９時３０分

場所 愛南町長月公民館（南宇和郡愛南町御荘長月９１３番地）

� 日時 平成２４年８月１９日 午後７時から午後９時

場所 愛南町御荘菊川農村研修センター（南宇和郡愛南町御

荘菊川１１５９番地１）

� 日時 平成２４年８月２０日 午後７時から午後９時

場所 和口第２集会所（南宇和郡愛南町御荘和口３６０番地１）

平成２４年８月１０日 発行
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